
【別表１】

請負代金額（税込み） ①※変更設計済みの場合は変更後請負代金額

部分払対象額（税込み） ②※既済部分完了検査後の支払額がある場合（部分払対象額≠支払額）

（P）対象金額（税込み） 0 ①－②

【鋼材類】

金額差 備考

①
契約

②
部分払い

③
対象
①－②

④
契約時見込
み

⑤
購入時

⑥
差額
⑤－④

⑦=③×⑥

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

鋼材計 0

鋼材類の検討 0

結果 FALSE

【燃料油】

金額差 備考

①
契約

②
部分払い

③
対象
①－②

④
契約時見込
み

⑤
購入時

⑥
差額
⑤－④

⑦=③×⑥

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

燃料油計 0

燃料油の検討 0

結果 FALSE

変更請求概算額（税込み）＝鋼材類計＋燃料油計－契約金額×1/100＝

＝（ FALSE + )- 0 ×１/100= 0 円（税込み）

品目 規格 単位

FALSE

単品スライドは「品目類ごとの増額分」が対象工事費の１％を越える場合対象となります。

材料単価（税込み）

品目 規格 単位

数量

数量 材料単価（税込み）

青色着色セルに入力すれば、基本的な計算を行います。請負者が記入する。

請負代金額変更請求額概算計算書

鋼材計－（Ｐ）×１／１００＝

燃料油計－（Ｐ）×１／１００＝

｛合計－(P)×1/100｝が＞０な

ら対象となる可能性がある

｛合計－(P)×1/100｝が＞０な

ら対象となる可能性がある

単品スライドは「品目類ごとの増額分」が対象工事費の１％を越える場合対象となります。



【記入例】

【別表１】

請負代金額（税込み） 126,000,000 ①※変更設計済みの場合は変更後請負代金額

部分払対象額（税込み） 42,000,000 ②※既済部分完了検査後の支払額がある場合（部分払対象額≠支払額）

（P）対象金額（税込み） 84,000,000 ①－②

【鋼材類】

金額差 備考

①
契約

②
部分払い

③
対象
①－②

④
契約時見込
み

⑤
購入時

⑥
差額
⑤－④

⑦=③×⑥

0 0 0

鋼矢板 ＳＹ295 ｔ 50 20 30 98,000 116,000 18,000 540,000 ○○商事

鋼管杭 ＳＫＫ400 ｔ 190 40 150 105,000 127,000 22,000 3,300,000 ○○商事

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

鋼材計 3,840,000

鋼材類の検討 3,000,000

結果 該当する

【燃料油】

金額差 備考

①
契約

②
部分払い

③
対象
①－②

④
契約時見込
み

⑤
購入時

⑥
差額
⑤－④

⑦=③×⑥

レギュラーガソリン スタンド ㍑ 150 0 150 130 170 40 6000

重油Ａ ドラム ㍑ 450 0 450 70 112 42 18,900 ○○石油

軽油 ドラム ㍑ 6,000 0 6,000 100 150 50 300,000 ○○石油

0 0 0

燃料油計 324,900

燃料油の検討 -515,100

結果 該当しない

変更請求概算額（税込み）＝鋼材類計＋燃料油計－契約金額×1/100＝

＝（ 3,840,000 + )- 84,000,000 ×１/100= 3,000,000 円（税込み）

単品スライドは「品目類ごとの増額分」が対象工事費の１％を越える場合対象となります。

｛合計－(P)×1/100｝が＞０な

ら対象となる可能性がある

｛合計－(P)×1/100｝が＞０な

ら対象となる可能性がある
燃料油計－（Ｐ）×１／１００＝

品目 規格 単位

数量 材料単価（税込み）

請負代金額変更請求額概算計算書

品目 規格

青色着色セルに入力すれば、基本的な計算を行います。請負者が記入する。

0

単品スライドは「品目類ごとの増額分」が対象工事費の１％を越える場合対象となります。

単位

数量 材料単価（税込み）

鋼材計－（Ｐ）×１／１００＝



【別表２】 （元号）　　年　　月　　日

発注者
貝　塚　市　長　様

請負者
所在地
商号又は名称
代表者氏名 印

単品スライド条項に伴う請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工事名

① ② ③=①×② ④ ⑤=①×④ ⑥=⑤-③

品目 規格 単位 数量
当初
想定単価

当初
想定金額

購入単価 購入金額 購入先 購入年月 差額

【鋼材類】
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

鋼材類の合計及び変動額 0 0 0

【燃料油】

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

燃料油の合計及び変動額 0 0 0

0

0 － 0 ×1/100= 0

（注）

４．計算に際しては、税込み又は税抜きかを明記しておこなうこと。

１．搬入時期、購入先、購入単価、搬入数量等を証明できる資料（納品書、請求書、領収書等）を添付の上、併せて監督職員に
提出すること。
　　燃料油等で証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を必ず提出すること。

２．対象材料は、品目毎及び購入年月毎にとりまとめるものとする。なおとりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になって
もよい。但し、同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。また、当該品目が同一月で複数の工
種や機械で使用されている場合、監督職員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう要求があった場合など、追加資料が必要な
場合がある。

３．全体変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。

請負代金額変更請求額計算書

備考

（購入者等）

対象請負額【税込】（又は税抜き）

全体変動額【税込】（又は税抜き）
単品スライド請求額【税込】（〃）



【記入例】

【別表２】 （元号）　　年　　月　　日

発注者
貝　塚　市　長　様

請負者
所在地
商号又は名称
代表者氏名 印

単品スライド条項に伴う請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工事名

① ② ③=①×② ④ ⑤=①×④ ⑥=⑤-③

品目 規格 単位 数量
当初

想定単価
当初

想定金額
購入単価 購入金額 購入先 差額

【鋼材類】
SD345 D13 ｔ 15 75,000 1,125,000 101,000 1,515,000 ○○商社 (元号)○年5月 390,000
SD345 D13 ｔ 15 75,000 1,125,000 101,000 1,515,000 ○○商社 (元号)○年6月 390,000

小計 30 2,250,000 3,030,000 780,000
0 0 0
0 0 0

SD345 D16 ｔ 5 73,000 365,000 108,000 540,000 ○○商社 (元号)○年5月 175,000
SD345 D16 ｔ 10 73,000 730,000 108,000 1,080,000 ○○商社 (元号)○年6月 350,000
SD345 D16 ｔ 5 73,000 365,000 120,000 600,000 ○○商社 (元号)○年7月 235,000

小計 20 1,460,000 2,220,000 760,000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

鋼材類の合計及び変動額 3,710,000 5,250,000 1,540,000

【燃料油】

軽油 Ｌ 3,000 105 315,000 125 375,000 ○○石油 (元号)○年4月 60,000
軽油 Ｌ 4,000 105 420,000 150 600,000 ○○石油 (元号)○年5月 180,000
軽油 Ｌ 4,000 105 420,000 160 640,000 ○○石油 (元号)○年6月 220,000
軽油 Ｌ 4,000 105 420,000 170 680,000 ○○石油 (元号)○年7月 260,000

小計 15,000 1,575,000 2,295,000 720,000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

燃料油の合計及び変動額 1,575,000 2,295,000 720,000

42,000,000

2,260,000

2,260,000 － 42,000,000 ×1/100= 1,840,000

（注）

４．計算に際しては、税込み又は税抜きかを明記しておこなうこと。

請負代金額変更請求額計算書

鋼材：搬入年月

燃料：購入年月

備考

（購入者等）

対象請負額【税込】

全体変動額【税込】
単品スライド請求額【税込】

１．搬入時期、購入先、購入単価、搬入数量等を証明できる資料（納品書、請求書、領収書等）を添付の上、併せて監督職員
に提出すること。
　　燃料油等で証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を必ず提出すること。

２．対象材料は、品目毎及び購入年月毎にとりまとめるものとする。なおとりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になっ
てもよい。但し、同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。また、当該品目が同一月で複数
の工種や機械で使用されている場合、監督職員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう要求があった場合など、追加資料が
必要な場合がある。

３．全体変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。


